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医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

二
六

第
三
章
　
優
越
的
利
益
と
の
調
整

二
つ
の
利
益
が
矛
盾
・
対
立
し
て
存
在
し
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
利
益
し
か
保
護
し
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
本
章
で
は
、「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利

益
」
と
他
の
何
ら
か
の
利
益
と
が
衝
突
し
、
そ
の
調
整
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
理
論
類
型
を
一
貫
し
て
取
り
扱
う
。

本
理
論
類
型
に
お
い
て
は
、
対
立
す
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
て
、
よ
り
価
値
の
大
き
い
利
益
の
た
め
に
よ
り
価
値
の
小
さ
い
利
益
を
犠
牲
に
す
る

と
い
う
「
優
越
的
利
益
の
原
則
（P

rin
zip

d
es

ü
b

erw
iegen

d
en

In
teresses

）」
が
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
外
の
要
素
│

た
と
え
ば
、
目
的
や
手
段
の
正
当
性
、
社
会
倫
理
規
範
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
不
当
な
一
元
化
・
一
般
化
は
行
う
べ
き
で
な
い
（
前

号
注
（
２
）
参
照
）。

本
理
論
類
型
が
機
能
す
る
の
は
、
前
理
論
類
型
（
第
二
章
　
保
護
法
益
の
不
存
在
）
に
属
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
」
が

依
然
と
し
て
存
在
す
る
諸
場
面
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
患
者
本
人
の
有
効
な
承
諾
を
得
ら
れ
る
、
も
し
く
は
法
益
主
体
者
た
る
患
者
本
人
が
死
亡
し
て

い
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
理
論
類
型
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
（
１
）。

本
理
論
類
型
は
、
比
較
衡
量
の
共
通
の
核
と
な
る
「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
」
に
い
か
な
る
種
類
の
利
益
が
対
抗
す
る
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

そ
の
考
量
に
お
い
て
固
有
の
特
色
を
呈
す
る
。

私
益
間
の
比
較
衡
量
と
公
益
・
私
益
間
の
そ
れ
と
で
は
区
別
し
て
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
２
）。

本
稿
で

は
こ
れ
を
さ
ら
に
精
査
し
て
、
前
者
を
「
同
一
主
体
内
で
の
利
益
調
整
」（
第
一
節
　
一
）
と
「
別
主
体
間
で
の
利
益
調
整
」（
第
一
節
　
二
）、
後
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者
を
「
国
家
的
利
益
と
の
調
整
」（
第
二
節
　
一
）
と
「
社
会
的
利
益
と
の
調
整
」（
第
二
節
　
二
）
と
に
さ
ら
に
細
分
し
て
、
樹
系
列
的
に
体
系
を

構
想
し
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。

第
一
節
他
の
私
益
と
の
調
整
（
私
益
間
調
整
）

「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
」
が
、
患
者
自
身
ま
た
は
第
三
者
の
「
私
益
」
と
衝
突
し
、
そ
の
間
の
調
整
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
理
論
類
型
を
ま

ず
想
定
す
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
益
間
調
整
」
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

こ
こ
で
は
、
と
も
に
「
私
人
に
属
す
る
」
と
い
う
意
味
で
共
通
の
基
盤
に
立
つ
と
い
い
う
る
利
益
相
互
間
で
の
比
較
衡
量
が
行
わ
れ
る
。
い
わ
ば

同
一
土
俵
表
面
上
で
の
衡
量
関
係
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

か
よ
う
な
私
益
間
の
比
較
衡
量
は
、
不
法
行
為
を
は
じ
め
と
す
る
民
法
の
諸
制
度
の
中
核
を
な
す
。
私
的
自
治
の
世
界
に
お
い
て
、
自
由
な
私
人

同
士
の
衝
突
し
合
う
利
益
を
調
整
す
る
こ
と
は
、
民
法
の
主
た
る
使
命
で
あ
る
。
と
り
わ
け
不
法
行
為
法
に
お
い
て
は
、
条
文
の
包
括
性
・
抽
象
性

ゆ
え
に
、
解
釈
者
の
利
益
衡
量
が
前
面
に
出
て
く
る
（
３
）。

刑
法
に
お
い
て
も
、
公
法
的
見
地
か
ら
、
国
民
の
個
人
的
法
益
相
互
間
の
比
較
衡
量
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。
特
に
本
稿
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
直

接
の
明
文
規
定
が
刑
法
（
一
三
四
条
一
項
秘
密
漏
示
罪
）
に
あ
る
た
め
、
直
接
の
言
及
は
む
し
ろ
刑
法
学
説
に
豊
富
で
あ
る
。

個
人
情
報
保
護
法
で
は
、
本
人
の
同
意
を
得
ず
に
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
が
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、「
人
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
の
保

護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
」（
同
法
二
三
条
一
項
二
号
）
を
挙
げ
て
い
る
。
同
条

は
個
人
情
報
を
め
ぐ
る
私
益
間
調
整
の
行
政
法
上
の
一
般
的
基
準
を
示
し
た
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

二
七



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

二
八

さ
て
、
こ
の
私
益
間
調
整
は
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
同
一
主
体
内
で
の
利
益
調
整
（
す
な
わ
ち
、
患
者
自
身
の
「
秘
密
保
護
の
利
益
」
と
他
の

何
ら
か
の
利
益
と
の
調
整
）
と
、
別
主
体
間
で
の
利
益
調
整
（
す
な
わ
ち
、「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
」
と
患
者
本
人
以
外
の
第
三
者
の
利
益
と

の
調
整
）（
二
）
と
に
区
別
で
き
る
。
両
類
型
に
お
け
る
調
整
の
あ
り
方
に
は
異
な
る
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一．

患
者
自
身
の
他
の
利
益
と
の
調
整
（
同
一
主
体
内
で
の
利
益
調
整
）

「
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
」
が
、
他
な
ら
ぬ
「
患
者
自
身
の
」
他
の
利
益
と
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
同
一
主
体

内
で
の
利
益
調
整
」
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

生
命
権
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
が
国
法
制
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。
生
命
は
「
個
人
の
存
立
基
盤
」
で
あ
り
、
個
人

の
存
立
基
盤
が
確
保
さ
れ
た
う
え
で
は
じ
め
て
、「
被
害
者
の
承
諾
」
の
根
本
思
想
で
あ
る
自
己
決
定
権
が
保
障
さ
れ
う
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の

で
あ
る
（
４
）。

民
法
で
「
決
闘
の
合
意
」
や
「
殺
人
依
頼
契
約
」
は
│
た
と
え
依
頼
者
自
身
を
殺
し
て
く
れ
と
の
依
頼
で
あ
っ
た
と
し
て
も
│
公
序
良
俗

に
反
し
無
効
で
あ
る
（
５
）。

刑
法
は
自
殺
関
与
罪
を
定
め
、
そ
こ
で
は
被
害
者
の
承
諾
は
違
法
性
を
阻
却
せ
ず
、
た
だ
そ
れ
を
減
少
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
（
６
）。

安
楽
死
や
尊
厳
死
も
、
少
な
く
と
も
生
命
権
の
放
棄
を
一
般
的
に
認
め
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
（
７
）。

身
体
権
の
放
棄
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
無
制
限
に
認
め
る
立
場
は
異
説
に
と
ど
ま
る
（
特
に
民
法
で
は
皆
無
で
あ
る
）。
不
法
行
為
法
上
、
医
的
侵

襲
行
為
や
遊
戯
・
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加
の
承
諾
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
の
身
体
侵
害
が
無
制
限
に
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
（
８
）。

刑
法
の
同
意
傷
害
に
つ
い
て
も
、（
ア
）
公
序
良
俗
や
社
会
的
相
当
性
で
制
限
す
る
説
（
公
序
良
俗
説
、
社
会
的
相
当
性
説
）
（
９
）、（

イ
）
傷
害

の
程
度
よ
り
制
限
す
る
説
（
重
大
傷
害
説
）
（
10
）、

あ
る
い
は
（
ウ
）
生
命
に
危
険
な
傷
害
に
つ
い
て
は
制
限
す
る
説
（
生
命
危
険
説
）
（
11
）な

ど
が
学
説
の
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多
数
を
占
め
る
（
12
）。

こ
の
よ
う
に
生
命
権
・
身
体
権
が
全
面
的
に
は
放
棄
し
え
な
い
法
益
で
あ
る
以
上
、
医
師
と
し
て
は
、
患
者
自
身
の
生
命
・
身
体
を
保
護
す
る
た

め
に
、
患
者
の
意
思
に
反
し
て
で
も
、
医
療
情
報
を
第
三
者
に
提
供
し
て
よ
い
、
あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
う
る
。
こ

れ
は
多
く
は
、
自
己
加
害
的
な
患
者
（
13
）の

医
療
情
報
を
そ
の
保
護
者
的
立
場
に
あ
る
者
へ
告
知
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
患
者
の
意
思
に
反
し
た
告
知
の
是
非
は
、
保
護
利
益
の
重
大
性
、
事
態
の
緊
急
性
、
手
段
の
必
要
性
・
相
当
性
、
患
者
の
能
力
の
程

度
、
告
知
相
手
方
と
患
者
と
の
関
係
性
（
親
権
者
、
監
督
義
務
者
等
の
法
的
関
係
も
含
む
）
等
、
す
べ
て
の
事
情
を
総
合
的
に
斟
酌
し
て
、
告
知
行

為
が
全
体
と
し
て
公
序
良
俗
に
反
す
る
か
（
あ
る
い
は
社
会
的
に
相
当
か
）
を
基
準
に
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、（
後
述
二
の
よ
う

な
）
法
益
権
衡
や
補
充
性
と
い
っ
た
要
件
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
（
14
）。

特
に
手
段
の
必
要
性
の
程
度
は
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
不
利
益
と
の
相
関
に
よ

っ
て
決
す
べ
き
と
こ
ろ
（
15
）、

同
一
主
体
内
で
の
利
益
衝
突
で
発
生
す
る
不
利
益
は
い
ず
れ
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
柔
軟
な
総
合
判
断
が

具
体
的
に
妥
当
な
解
決
を
導
く
の
で
あ
る
。

本
理
論
類
型
は
、
多
く
は
、
違
法
阻
却
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
不
法
行
為
法
の
違
法
性
判
断
（
あ
る
い
は
過
失
と
混
然
一
体
を
な
し
て
）
そ

の
も
の
の
問
題
と
し
て
、
相
関
関
係
的
な
利
益
衡
量
の
中
で
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
16
）。

場
面
類
型
８

未
成
年
者
の
意
思
に
反
す
る
親
へ
の
告
知
│
医
師
の
個
別
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

未
成
年
の
患
者
か
ら
診
療
に
よ
っ
て
知
り
得
た
事
実
を
親
に
秘
密
に
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
医
師
は
患
者
本
人
の
意
思
に
反
し
て
も
、

親
に
告
知
し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
は
典
型
的
に
は
、
思
春
期
・
青
年
期
の
患
者
が
妊
娠
、
薬
物
の
乱

二
九



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

三
〇

用
、
あ
る
い
は
自
殺
未
遂
な
ど
の
事
実
を
親
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
希
望
す
る
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
に
遭
遇
し
た
医
師
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
個
々
の
医
師
の
そ
の
時
々
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
の
が
実
情
で
あ
る
。

学
説
で
は
、
秘
密
漏
示
罪
の
違
法
性
阻
却
事
由
の
問
題
と
し
て
、
刑
法
学
体
系
書
に
言
及
が
散
見
さ
れ
、「
民
法
八
二
〇
条
に
基
づ
き
、
親
権
の
行

使
と
し
て
親
が
医
師
等
に
対
し
て
子
の
秘
密
を
尋
ね
た
場
合
、
こ
れ
に
応
じ
て
当
該
親
に
そ
の
子
の
秘
密
を
告
知
す
る
こ
と
も
、
子
の
訓
育
上
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
は
許
容
さ
れ
る
」
（
17
）、「（

親
権
の
）
濫
用
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
許
容
す
る
」
（
18
）、

あ
る
い
は
、
義
務
の
衝
突
の
問
題
と
し

な
が
ら
子
「
の
健
康
回
復
・
情
緒
安
定
な
ど
を
含
め
た
福
祉
増
進
の
た
め
に
有
益
と
い
え
る
場
合
に
は
、
医
師
法
二
三
条
の
義
務
を
優
先
さ
せ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
」
（
19
）

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
の
「「
医
療
・
介
護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
（
事
例
集
）」

（
以
下
、
本
稿
で
は
「
Ｑ
＆
Ａ
事
例
集
」
と
略
記
す
る
）
で
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
個
人
情
報
保
護
法
の
「
人
（
本
人
又
は
家
族
等
）
の
生
命
、
身
体

又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
」（
二
三
条
一
項
二
号
）
に
該
当
し
う

る
と
し
な
が
ら
、「
個
々
の
事
例
に
応
じ
て
判
断
が
異
な
」
り
「
患
者
の
状
態
な
ど
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
親
に
告
げ
る
も
告
げ
な
い
も
、

医
師
が
判
断
し
て
対
応
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

本
場
面
類
型
で
は
、
実
質
的
に
は
、
未
成
年
者
の
自
ら
の
医
療
情
報
を
親
に
も
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
（
自
己
決
定
権
も
含
む
）
秘
密
保
護
の

利
益
と
、
未
成
年
者
が
親
の
適
切
な
教
育
・
監
護
を
通
じ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
諸
利
益
と
が
衝
突
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

医
師
は
す
べ
て
の
事
情
を
斟
酌
し
て
総
合
的
に
、「
子
の
福
祉
」
を
基
準
に
、
親
へ
の
告
知
の
適
否
を
個
々
の
事
例
ご
と
に
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
斟
酌
す
べ
き
事
情
と
し
て
は
、
①
成
長
と
と
も
に
次
第
に
上
昇
し
て
ゆ
く
患
者
の
自
己
決
定
能
力
（
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
減
少
し
て
ゆ
く
親
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の
監
護
・
教
育
の
役
割
）、
②
患
者
の
病
状
の
重
大
性
・
緊
急
性
、
そ
し
て
③
患
者
と
親
と
の
関
係
性
（
20
）な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

本
場
面
類
型
が
対
象
と
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
一
応
の
自
己
決
定
能
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
、
あ
る
程
度
以
上
成
熟
し
た
未
成
年
患
者

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
親
に
叱
ら
れ
る
こ
と
を
こ
わ
が
っ
て
い
る
だ
け
の
小
児
患
者
は
対
象
と
は
な
ら
な
い
（
虐
待
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
、

別
類
型
（
第
一
節
二
ま
た
は
第
二
節
）
で
の
処
理
と
な
る
）。
こ
の
よ
う
な
小
児
患
者
の
医
療
情
報
の
親
へ
の
告
知
は
、「
本
人
に
代
わ
り
う
る
者
」

（
す
な
わ
ち
「
代
行
意
思
決
定
者
」）
へ
の
情
報
提
供
と
捉
え
ら
れ
、（
第
三
者
提
供
で
は
な
く
）
本
人
提
供
と
同
視
さ
れ
る
。

一
般
に
自
己
決
定
能
力
は
、
人
間
の
成
育
過
程
の
か
な
り
早
期
に
芽
生
え
、
成
長
と
と
も
に
緩
や
か
に
上
昇
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
個
人

差
は
大
き
く
、
ま
た
決
定
対
象
と
な
る
こ
と
が
ら
に
よ
っ
て
も
か
な
り
の
幅
が
あ
る
。
現
在
の
有
力
説
は
、
自
己
決
定
権
の
射
程
を
で
き
る
だ
け
広

範
囲
に
認
め
た
う
え
で
、「
当
該
自
己
決
定
と
人
格
と
の
か
か
わ
り
や
、
他
者
と
の
関
係
な
ど
を
考
慮
し
た
規
範
的
評
価
に
よ
っ
て
」
（
21
）

法
的
保
護
の

範
囲
や
限
界
を
「
段
階
的
に
」
決
定
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
22
）。

未
成
年
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
未
熟
な
未
成
年
者
は
「
人

格
的
自
律
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
「
弱
い
人
間
」
で
あ
る
と
さ
れ
（
23
）、

自
己
決
定
権
の
主
体
と
は
み
な
さ
れ
う
る
も
の
の
本
人
保
護
の
た
め
の
介
入
も

要
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
24
）。

そ
し
て
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
の
が
、「
自
己
加
害
行
為
の
阻
止
」、
つ
ま
り
「
本
人
の
自
己
決
定
か
ら
の
本
人

の
保
護
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
25
）。

か
よ
う
な
立
場
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
場
面
類
型
で
医
師
の
と
る
べ
き
対
応
（
告
知
の
有
無
、
方
法
、
あ
る
い
は
事
後
的
ケ
ア
等
も
含
め
た
広
い
意

味
で
の
告
知
を
め
ぐ
る
対
応
の
あ
り
方
）
は
、
個
別
的
事
例
に
よ
っ
て
相
当
に
幅
の
あ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
虫
歯
や
風
邪
と
い
っ
た
生

命
に
か
か
わ
ら
な
い
重
大
性
の
低
い
情
報
に
つ
い
て
は
、
患
者
が
割
合
に
低
年
齢
で
あ
っ
て
も
、
患
者
自
身
に
歯
磨
き
や
安
静
を
指
導
す
る
に
と
ど

め
る
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
自
殺
未
遂
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
い
っ
た
事
態
に
あ
た
っ
て
は
、
思
春
期
以
上
の
年
齢
に
達
し

三
一



医
療
情
報
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三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

三
二

た
患
者
が
守
秘
を
希
望
し
た
と
し
て
も
、
親
に
告
知
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
精
神
疾
患
や
性
感
染
症
な
ど
本
人
の
人
格
と
か
か
わ

り
が
深
い
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
、
患
者
と
親
と
の
人
間
的
な
信
頼
関
係
を
慎
重
に
調
査
し
た
う
え
で
、
告
知
の
適
否
を
検
討
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
場
面
類
型
で
は
、
現
実
に
は
、
親
に
告
知
し
た
こ
と
で
守
秘
義
務
違
反
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
告
知

を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
説
明
義
務
違
反
や
療
養
指
導
義
務
違
反
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
の
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
。
た
し
か
に
医
師
法
上
、

保
護
者
へ
の
療
養
指
導
義
務
（
医
師
法
二
三
条
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
行
政
法
上
の
規
定
に
す
ぎ
ず
、
民
法
上
の
責
任

判
断
と
は
別
個
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
基
準
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
と
り
わ
け
医
療
行
為
は
、
個
別
性
・
自
由
裁
量
性
を
特
色
と
す
る
ゆ
え
に
、

取
締
法
規
が
私
法
上
の
過
失
判
断
の
基
準
と
し
て
果
た
す
役
割
は
他
の
業
種
と
比
し
て
小
さ
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
26
））。

ド
イ
ツ
で
は
、
医
師
は
患
者
の
家
族
に
対
し
て
も
守
秘
義
務
を
貫
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
大
原
則
で
あ
る
（
27
）。

本
場
面
類
型
に
つ
い
て
も
例

外
で
は
な
く
、
親
へ
の
告
知
に
は
一
般
に
厳
格
な
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
告
知
の
適
否
の
基
準
に
関
し
て
、
具
体

的
で
詳
細
な
議
論
が
存
在
し
て
い
る
。
以
下
に
有
力
説
を
整
理
し
て
紹
介
し
よ
う
。

①
ま
ず
、（
自
己
決
定
能
力
の
な
い
幼
児
も
含
め
て
）
お
よ
そ
未
成
年
患
者
す
べ
て
の
医
療
情
報
に
関
し
、
そ
の
承
諾
な
き
親
へ
の
告
知
を
次
の

よ
う
に
限
界
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
の
協
力
な
し
に
は
必
要
な
処
置
と
治
療
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、「
子
の
福
祉
」
の
た
め
に

（
の
み
）、
親
へ
の
告
知
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
28
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
小
児
患
者
の
医
療
情
報
で
あ
っ
て
も
、
親
へ
の
告
知
に
は
医

療
上
の
必
要
性
と
い
う
絞
り
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
次
に
、
未
成
年
患
者
の
な
か
で
も
成
人
年
齢
に
近
い
未
成
年
者
（
ア
メ
リ
カ
法
（
29
）で

い
う
と
こ
ろ
の
「
成
熟
し
た
未
成
年
者
」
に
あ
た
る
）
に
つ
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い
て
は
、
慎
重
な
衡
量
の
う
え
で
告
知
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
30
）。

具
体
的
言
及
と
し
て
、
一
四
歳
を
超
え
て
か
ら
は
、
親

の
監
護
・
教
育
の
必
要
性
（P

flege
u

n
d

-
E

rzieh
u

n
gsbed

ü
rftigkeit

）
が
減
り
は
じ
め
、
逆
に
子
の
自
己
決
定
能
力
が
増
し
て
ゆ
く
と
分
析
さ
れ
（
31
）、

そ
の
分
だ
け
患
者
の
秘
密
保
持
の
利
益
が
尊
重
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
32
）。

特
に
一
八
歳
以
上
二
一
歳
（
33
）未

満
（h

eran
w

ach
sen

d
en

）

の
未
成
年
患
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
が
め
ず
ら
し
く
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。

③
そ
し
て
、
独
立
し
た
生
計
を
営
む
未
成
年
者
（
ア
メ
リ
カ
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「（
親
権
か
ら
）
解
放
さ
れ
た
未
成
年
者
」）
に
つ
い
て
は
、
も

は
や
親
へ
の
告
知
は
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、（
１
）
未
成
年
者
が
「
固
有
の
収
入
（E

in
kom

m
en

）
を
意

の
ま
ま
に
し
、
そ
の
両
親
と
も
は
や
同
じ
屋
根
の
下
に
は
住
ん
で
い
な
い
場
合
」
（
34
）、

お
よ
び
（
２
）「
未
成
年
者
が
医
師
と
有
効
に
契
約
関
係
を
成

立
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
唯
一
の
契
約
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
場
合
」
（
35
）

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
36
）。

二
　
第
三
者
の
利
益
と
の
調
整
（
別
主
体
間
で
の
利
益
調
整
）

患
者
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
患
者
の
医
療
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
場
合
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
別
主

体
間
で
の
利
益
調
整
」
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

生
命
権
は
至
高
の
法
益
で
あ
っ
て
、
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
（
主
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
）
に
優
越
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
身
体
権
も
、
少

な
く
と
も
重
大
な
侵
害
に
対
し
て
は
、
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
に
優
越
し
て
保
護
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
第
三
者
の
生
命

権
・
身
体
権
を
保
全
す
る
た
め
に
、
医
師
が
や
む
な
く
患
者
の
医
療
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
事
態
は
、
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、
第
三
者
の
財
産
権
も
優
越
的
保
全
法
益
た
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
情
報
保
護
法
二
三
条
一
項
一
号

三
三



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

三
四

で
は
、
本
人
の
同
意
を
得
ず
に
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
が
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、「
人
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
（
下
線
筆
者
）」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は
、
本
人
の
同
意
を
得
る
必
要
の
あ
る
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
提
供
の
例
と
し
て
、「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
を
目
的
と
す
る
会
社
等
か
ら
の
照

会
」
を
挙
げ
て
お
り
（
37
）、

第
三
者
の
純
粋
な
経
済
的
利
益
は
保
全
法
益
た
り
え
な
い
と
い
え
よ
う
（
38
））。

第
三
者
の
財
産
権
を
優
越
的
保
全
法
益
た
り
う

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
人
格
権
と
財
産
権
と
の
比
較
衡
量
と
い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
別
主
体
間
で
の
利
益
調
整
」
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
│
形
式
的
な
根
拠
を
何
に
求
め
る
の
で
あ
れ
│
実
質
的
に
は
、
広
義
の
「
緊

急
避
難
」
の
法
理
が
調
整
基
準
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
広
義
の
「
緊
急
避
難
」
と
は
、
広
く
一
般
法
学
的
語
義
に
よ
る
│
す
な

わ
ち
、「
他
人
の
正
当
な
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
正
当
な
利
益
に
対
す
る
現
在
の
危
険
の
状
態
」
（
39
）

を

指
す
。
か
よ
う
な
状
況
下
で
や
む
な
く
行
っ
た
法
益
保
全
行
為
に
関
し
て
は
、
法
的
責
任
を
問
い
得
な
い
と
す
る
法
的
価
値
判
断
は
、
全
法
秩
序
を

通
じ
て
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
40
）。

も
っ
と
も
、
民
法
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
正
当
化
事
由
と
し
て
「
緊
急
避
難
」
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。「
緊
急
避
難
」
は
後
述
す

る
よ
う
に
伝
統
的
に
刑
法
学
の
概
念
で
あ
る
う
え
、
わ
が
国
の
民
法
典
に
は
明
文
の
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
（
民
法
七
二
〇
条
二
項
の
規
定
す
る

緊
急
避
難
は
、
い
わ
ゆ
る
「
対
物
防
衛
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
実
質
は
「
正
当
防
衛
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
（
41
））。

本
理
論
類
型
が
民

法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
き
に
は
（
そ
し
て
実
際
上
、
本
理
論
類
型
は
民
事
法
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
わ
け
だ
が
）、
形
式
的
に
は
正
当

（
業
務
）
行
為
や
法
令
行
為
を
根
拠
に
違
法
性
阻
却
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
実
質
的
に
調
整
基
準
と
し
て
機

能
し
て
い
る
の
は
、
前
述
広
義
の
「
緊
急
避
難
」
法
理
と
表
現
し
た
、
全
法
秩
序
が
共
有
す
る
と
こ
ろ
の
価
値
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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他
方
、
刑
法
学
で
は
「
緊
急
避
難
」
は
古
代
ロ
ー
マ
法
以
来
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
、
し
か
し
学
説
は
混
迷
を
極
め
て
き
た
。
違
法
阻
却
か
責
任
阻

却
か
、
お
よ
び
そ
の
射
程
や
分
類
方
法
に
つ
い
て
、
現
在
で
も
学
説
は
一
致
を
み
な
い
（
42
）。

保
全
法
益
と
し
て
広
く
公
益
ま
で
含
め
る
見
解
（
43
）（

そ
う
す

る
と
、
後
出
第
二
節
に
も
緊
急
避
難
法
理
が
妥
当
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
）、
ま
た
、「
義
務
衝
突
（P

flich
ten

kollsion

）」
（
44
）

も
緊
急
避
難
に
包

摂
す
る
見
解
（
45
）（

そ
う
す
る
と
、
後
出
第
二
節
と
本
項
が
混
同
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
。
本
稿
で
は
か
か
る
刑
法
学
説
の
混
迷

に
立
ち
入
る
こ
と
は
差
し
控
え
、
違
法
阻
却
事
由
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
多
数
説
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
援
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

場
面
類
型
９

感
染
の
危
険
に
晒
さ
れ
た
第
三
者
へ
の
警
告
│
厳
格
な
緊
急
避
難
要
件
の
も
と
で
、
正
当
化
さ
れ
る

患
者
が
感
染
症
に
罹
患
し
て
お
り
、
近
し
い
第
三
者
が
感
染
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
き
、
医
師
は
そ
の
第
三
者
に
警
告
を
与
え
て
よ
い
の
か
、

あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

か
つ
て
は
刑
法
の
秘
密
漏
示
罪
の
正
当
理
由
の
存
否
に
関
し
て
、「
住
込
み
の
店
員
が
感
染
可
能
な
梅
毒
に
罹
っ
て
い
る
と
き
、
雇
用
主
、
他
の

従
業
員
な
い
し
家
族
に
患
者
の
病
状
を
知
ら
せ
る
の
は
、
正
当
理
由
に
基
づ
く
告
知
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
問
題
が
典
型
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
（
46
）。

現
在
で
も
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
や
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
な
ど
新
た
な
感
染
症
が
次
々
に
登
場
し
、
か
つ
て
の
梅
毒
事
例
と
同
じ
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

刑
法
学
の
多
数
説
は
、
刑
法
の
一
般
的
違
法
性
阻
却
原
理
で
あ
る
緊
急
避
難
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
っ
て
（
47
）、「

本
罪
に
つ
き
特
に
他
の

罪
よ
り
緩
や
か
な
違
法
性
阻
却
事
由
を
認
め
る
理
由
は
な
」
い
と
す
る
（
48
）。

そ
の
ほ
か
、
正
当
業
務
行
為
や
社
会
的
相
当
性
（
49
）、

あ
る
い
は
利
益
衡
量
（
50
）に

拠
っ
て
解
決
す
る
学
説
も
あ
る
。

前
記
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
本
場
面
類
型
の
具
体
的
な
正
当
化
要
件
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
第
三
者
が
感
染
す
る
現
在
の
危
険
が
存

三
五



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

三
六

在
す
る
こ
と
（
現
在
の
危
難
）、
②
感
染
の
危
険
が
他
の
方
法
で
は
回
避
不
可
能
で
あ
る
こ
と
（
補
充
性
）、
そ
し
て
③
告
知
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る

法
益
（
第
三
者
の
生
命
・
身
体
権
等
）
が
犠
牲
に
さ
れ
る
法
益
（
患
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
）
を
下
回
ら
な
い
こ
と
（
法
益
権
衡
）
で
あ
る
（
51
）。

な
か

ん
ず
く
②
の
補
充
性
が
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
点
が
前
類
型
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
補
充
性
に
関
連
し
て
、
こ
の
問
題
は
、「
第
一
次
的

に
は
診
断
を
受
け
た
本
人
と
届
出
を
受
け
た
当
局
の
責
任
と
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
52
）。

民
法
学
説
に
お
い
て
は
、
本
場
面
類
型
に
つ
い
て
の
直
接
の
言
及
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
民
法
の
適
用
に
お
い
て
も
、
実
質
的
に
は
同
様
の

基
準
が
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
法
行
為
制
度
は
損
害
槽
補
を
第
一
次
的
機
能
と
し
、
ま
た
謙
抑
主
義
の
要
請
も
な
い
た
め
、
違
法
阻
却

の
基
準
が
刑
法
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
厳
格
な
傾
向
を
示
す
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
す
で
に
名
誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
一
般
の
違
法

性
阻
却
判
断
に
お
い
て
も
、
刑
法
・
憲
法
学
に
お
け
る
よ
り
も
民
法
学
に
お
け
る
ほ
う
が
よ
り
調
整
の
振
り
子
は
被
害
者
保
護
に
振
れ
る
と
い
う
傾

向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
53
）。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
同
様
の
問
題
状
況
が
あ
り
、
本
場
面
類
型
は
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
緊
急
避
難
、
あ
る
い
は
利
益
衡
量
（
54
）に

よ
る
調

整
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
わ
が
国
と
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
で
は
、
民
事
・
刑
事
両
法
に
わ
た
っ
て
広
範
に
、
か
つ
き
め

細
か
な
議
論
が
存
在
し
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
①
告
知
の
相
手
方
が
当
該
医
師
の
患
者
で
あ
る
場
合
と
、
②
告
知
の
相
手
方
が
医
師
の
患

者
で
は
な
い
場
合
と
を
区
別
し
て
扱
う
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
告
知
の
相
手
方
が
当
該
医
師
の
患
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
告
知
の
相
手
方
と
の
契
約
に
も
と
づ
き
、
医
師
に
は
警
告
を
与
え
る
べ
き
法

的
義
務
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
（
55
）。

ゆ
え
に
こ
れ
は
、
感
染
患
者
に
対
す
る
守
秘
義
務
と
感
染
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
た
患
者
に
対
す
る
告
知
義
務
と
の
二
人

の
患
者
に
対
す
る
「
義
務
の
衝
突
」
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
（
56
）、

よ
り
高
次
の
義
務
、
す
な
わ
ち
患
者
の
生
命
権
を
保
護
す
る
告
知
義
務
を
優
先
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
帰
結
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
②
告
知
の
相
手
方
が
当
該
医
師
の
患
者
で
は
な
い
場
合
、
告
知
は
医
師
の
権
利
で
あ
っ
て
義
務
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
す
な
わ
ち
、

告
知
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
が
、
告
知
す
べ
き
法
的
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
（
57
）。

も
っ
と
も
こ
の
場
合
に
も
、
医
師
は

感
染
患
者
に
対
し
、（
お
そ
ら
く
は
感
染
患
者
に
対
す
る
契
約
上
の
義
務
と
し
て
）
自
ら
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
説
得
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
（
58
）。

理
由
づ
け
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
患
者
の
家
族
や
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
を
、
患
者
の
疾
患
か
ら
く
る
生
命
の
危
険
か
ら
保
護
す
る

こ
と
も
ま
た
、
患
者
に
対
す
る
医
師
の
契
約
上
の
義
務
で
あ
る
と
の
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

告
知
の
相
手
方
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
緊
急
避
難
法
理
に
も
と
づ
く
正
当
化
の
基
準
に
は
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
進
ん
で
、
告

知
の
相
手
方
に
対
し
て
、
告
知
を
法
的
義
務
と
し
て
負
う
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
告
知
の
相
手
方
と
の
間
に
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
特
別
な
法
的

関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
│
い
か
に
医
師
と
い
え
ど
も
、
何
ら
法
的
関
係
の
な
い
第
三
者
に
対
し
て
、（
現
に
死
に
瀕
し
た
者
を

救
命
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
）
生
命
へ
の
リ
ス
ク
を
警
告
す
る
法
的
義
務
ま
で
を
も
負
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
法
的
価
値
判
断
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

場
面
類
型
10

遺
伝
子
研
究
に
お
け
る
提
供
者
の
血
縁
者
へ
の
遺
伝
情
報
の
告
知
│
国
の
倫
理
指
針
で
定
め
ら
れ
た
厳
格
な
要
件
を
基
準
に
、
正
当

化
さ
れ
う
る

近
年
、
科
学
技
術
の
世
界
で
は
、
遺
伝
子
工
学
が
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヒ
ト
を
対
象
と
す
る
研
究
に
も
及
び
、
二
〇
〇
〇

年
に
は
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
概
要
配
列
（d

raft
seq

u
en

ce

）
の
作
成
が
完
了
し
た
と
い
う
（
59
）。

医
療
の
分
野
で
も
、
遺
伝
子
検
査
・
遺
伝
子
治
療
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
は
不
可
能
だ
っ
た
疾
病
の
予
測
や
不
治
の
疾
病
の
根
治
を
行
う
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。三

七



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

三
八

こ
の
よ
う
な
遺
伝
学
的
検
査
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
遺
伝
情
報
」
に
は
、
遺
伝
子
・
染
色
体
に
基
づ
く
体
質
、
お
よ
び
疾
病
の
発
症
等
に
関
す

る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
伝
情
報
は
一
生
涯
変
わ
ら
な
い
う
え
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
血
縁
者
に
も
影
響
を
与
え
得
る
。
こ
の
よ
う

な
特
質
ゆ
え
に
、
遺
伝
情
報
の
問
題
に
は
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
に
収
ま
り
き
れ
な
い
」
特
有
の
法
的
問
題
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
60
）。

遺
伝
情
報
に
関
す
る
法
的
問
題
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
（
61
）。

本
稿
で
は
、
特
に
第
三
者
提
供
に
関
わ
る
問
題
│
│
す
な
わ
ち
、
遺
伝
子
検
査
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
提
供
者
の
遺
伝
情
報
を
、
様
々
な
利
害
関
係
者
等
へ
告
知
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
、
遺
伝
情
報
の
提
供
者
の
秘
密
保
護
の
利
益
と
、
告
知
を
受
け
る
利
害
関
係
者
等
の
何
ら
か
の
利
益
が
衝
突
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
対
抗
利
益
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
告
知
先
が
血
縁
者
な
ら
ば
生
命
権
、
身
体
権
、
あ
る
い
は
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
（
自
己
の
遺
伝

情
報
に
関
し
て
「
知
る
権
利
」
と
「
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
」
の
両
方
を
含
む
）、
雇
用
（
予
定
）
者
や
保
険
会
社
な
ら
ば
主
と
し
て
経
済
的
利
益

が
想
起
さ
れ
よ
う
（
そ
の
ほ
か
に
婚
約
者
な
ど
を
想
起
す
る
と
、
さ
ら
に
問
題
は
複
雑
化
す
る
）。

な
お
、
こ
こ
で
の
秘
密
保
護
の
利
益
は
提
供
者
自
身
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
血
縁
者
の
利
益
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
場
面

類
型
に
特
異
な
点
の
一
つ
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
に
関
し
て
は
、
既
述
の
特
質
ゆ
え
に
、
提
供
者
の
血
縁
者
も
秘
密
保
護
の
利
益
や
「
知
ら
な
い
で
い

る
権
利
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
場
面
類
型
で
は
、
多
数
人
の
利
益
が
複
雑
に
対
抗
す
る
困
難
な
衡
量
問
題
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
遺
伝
子
研
究
は
医
学
研
究
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
医
学
的
適
正
手
続
」
（
62
）

の
要
請
も
は
た
ら
く
。
し
た
が
っ
て
、
特
有
の
手
続
的
配

慮
│
た
と
え
ば
、
第
三
者
的
倫
理
委
員
会
に
よ
る
審
査
等
も
含
む
慎
重
な
手
続
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

翻
っ
て
わ
が
国
で
は
、
個
人
情
報
保
護
法
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
に
関
す
る
規
定
は
、
報
道
機
関
、
著
述
を
業
と
し
て
行
う
者
、
学
術
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研
究
機
関
、
宗
教
団
体
、
政
治
団
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
法
五
〇
条
一
項
）。
か
わ
っ
て
、
安
全
管
理
措
置
や
苦
情
処
理
に
つ
い
て
の
自
主
的

努
力
義
務
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
五
〇
条
三
項
）。

こ
の
努
力
義
務
の
具
体
的
な
内
容
の
指
標
と
し
て
、
関
係
諸
機
関
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
指
針
が
出
さ
れ
て
い
る
。
医
療
・
介
護
関
係
者
個
人
情

報
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
（「
参
考
と
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
）
具
体
的
に
列
挙
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
（
別
表
５
と
別
表
６
）、「
ヒ
ト
遺
伝
情
報

に
関
す
る
国
際
宣
言
（U

N
E

S
C

O
O

ctob
er
16,
2003

）、「
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
一
五
年
八
月
　
遺
伝
医
学
関
連
一

〇
学
会
（
略
）
（
63
）、

家
族
性
腫
瘍
研
究
会
）、「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）、「
疫
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
号
）、「
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
す
る
指
針
」（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号
）、「
臨
床
研
究
に

関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
五
五
号
）
が
存
在
す
る
。

こ
の
う
ち
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
は
、
遺
伝
情
報
の
第
三
者
提
供
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
詳
細
な
ル
ー
ル

を
示
す
。

①
ま
ず
、「
研
究
責
任
者
は
、
提
供
者
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
提
供
者
の
遺
伝
情
報
を
、
提
供
者
以
外
の
人
に
対
し
、
原
則
と
し
て
開
示
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
原
則
不
開
示
の
立
場
を
示
す
。

②
そ
の
う
え
で
例
外
的
に
、
提
供
者
の
遺
伝
情
報
か
ら
導
か
れ
る
遺
伝
的
素
因
を
持
つ
疾
患
や
薬
剤
応
答
性
に
関
す
る
情
報
の
提
供
者
の
血
縁
者
へ

の
提
供
に
つ
い
て
は
、
研
究
責
任
者
は
以
下
の
要
件
の
も
と
で
行
な
え
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）「
提
供
者
の
遺
伝
情
報
が
、
提
供
者
の

血
縁
者
の
生
命
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
、
か
つ
、
有
効
な
対
処
方
法
が
あ
る
こ
と
」（
２
）
研
究
責
任
者
か
ら
そ

三
九
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療
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報
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三
者
提
供
の
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（
二
）

四
〇

の
報
告
を
受
け
た
研
究
を
行
う
機
関
の
長
が
、
特
に
「
ａ
血
縁
者
が
同
一
の
疾
患
等
に
罹
患
し
て
い
る
可
能
性
　
ｂ
血
縁
者
の
生
命
に
及
ぼ
す
影
響

ｃ
有
効
な
治
療
法
の
有
無
と
血
縁
者
の
健
康
状
態
　
ｄ
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
際
し
て
の
研
究
結
果
の
開
示
に
関
す
る
説
明
内
容
」
に

つ
い
て
の
考
慮
を
含
む
倫
理
委
員
会
の
意
見
を
求
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
研
究
責
任
者
と
協
議
し
、
提
供
す
べ
き
と
の
結
論
と
な
る
こ
と
（
３
）
こ

れ
を
踏
ま
え
、
研
究
責
任
者
が
改
め
て
提
供
者
の
理
解
を
深
め
、
承
諾
を
得
ら
れ
る
よ
う
務
め
る
こ
と
（
４
）「
提
供
者
の
血
縁
者
に
対
し
、
十
分

な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
情
報
提
供
を
希
望
す
る
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（
２７
頁
）。
ま
た
、
提
供
者
本
人
へ
の
情
報
開
示
の
段
階
で
、

「
そ
の
遺
伝
情
報
が
提
供
者
及
び
血
縁
者
の
生
命
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
判
明
し
、
か
つ
、
有
効
な
対
処
方
法
が
あ
る
と
き
」
に
は
、
提

供
者
が
開
示
を
希
望
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
委
員
会
の
意
見
、
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
関
係
従
事
者
間
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
本

人
に
十
分
な
説
明
を
し
た
上
で
開
示
に
つ
い
て
の
意
向
を
再
度
確
認
す
る
（
な
お
開
示
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
）
と
し
て

い
る
（
そ
の
際
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、「
提
供
者
及
び
血
縁
者
の
生
命
に
及
ぼ
す
影
響
」、「
有
効
な
治
療
法
の
有
無
と
提
供
者
の
健
康

状
態
」、「
血
縁
者
が
同
一
の
疾
患
等
に
罹
患
し
て
い
る
可
能
性
」、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
際
し
て
の
研
究
結
果
の
開
示
に
関
す
る
説

明
内
容
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）（
２６
頁
、
２７
頁
）。

こ
の
よ
う
に
国
の
倫
理
指
針
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
手
続
的
保
障
の
も
と
で
、「
遺
伝
情
報
が
提
供
者
及
び
血
縁
者
の
生
命
に
重
大
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
が
判
明
し
、
か
つ
、
有
効
な
対
処
方
法
が
あ
る
と
き
」
に
限
り
、
血
縁
者
へ
の
情
報
提
供
の
み
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
倫
理
指
針
か
ら
は
、

本
場
面
類
型
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
法
的
価
値
判
断
の
指
標
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
保
全
法
益
と
し
て
提
供
者
の
秘

密
保
護
の
利
益
に
優
越
し
う
る
の
は
、
唯
一
血
縁
者
の
生
命
権
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
価
値
判
断
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
雇
用
主
や
保
険
会
社
の
経
済
的
利
益
保
全
の
た
め
の
情
報
提
供
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
い
。
た
し
か
に
保
険
法
の
分
野
か
ら
は
、
保



西
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険
会
社
へ
の
告
知
に
関
し
て
（
64
）、

遺
伝
子
診
断
に
も
と
づ
く
保
険
加
入
者
の
逆
選
択
（
遺
伝
子
検
査
に
よ
り
自
分
の
高
い
死
亡
リ
ス
ク
を
知
っ
た
者
が

高
額
な
生
命
保
険
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
）
に
よ
る
保
険
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
を
防
止
す
る
と
い
う
社
会
的
相
当
性
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
現
在
よ
り
診
断
精
度
の
上
が
っ
た
将
来
的
に
は
、（
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
の
よ
う
に
）
わ
が
国
で
も
保
険
会
社
は
遺

伝
子
診
断
結
果
を
危
険
選
択
に
利
用
す
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
も
予
想
さ
れ
て
い
る
。
保
険
加
入
者
や
被
保
険
者
に
告
知
義
務
を

課
す
こ
と
の
適
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
保
険
会
社
へ
の
提
供
者
の
承
諾
な
き
情
報
提
供
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。そ

し
て
国
の
倫
理
指
針
の
示
す
価
値
判
断
に
よ
れ
ば
、
血
縁
者
で
あ
っ
て
も
、
生
命
に
影
響
の
な
い
情
報
で
あ
っ
た
り
、
単
に
知
り
た
い
と
い
う

だ
け
で
は
、
提
供
者
の
同
意
な
く
開
示
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

指
針
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
的
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
の
立
法
や
現
在
の
法
解
釈
を
考
え
る
う
え
で
、
有
力
な
指
標
を
提
示
す

る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（
65
）。

本
指
針
の
示
す
基
本
的
な
価
値
判
断
は
妥
当
で
あ
り
維
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
本
倫
理
指
針
で
は
、
提
供

者
へ
の
配
慮
に
と
ど
ま
り
、
提
供
先
血
縁
者
以
外
の
ほ
か
の
血
縁
者
の
利
益
へ
の
配
慮
が
欠
落
し
て
い
る
点
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

四
一
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四
二

（
付
記
）

本
稿
全
号
の
内
容
の
概
要
は
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
二
六
日
國
學
院
大
學
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
日
本
医
事
法
学
会
第
三
六
回
研
究
大
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
は
年
報
医
事
法
学
二
二
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
）。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
多

く
の
貴
重
な
ご
教
示
を
、
本
号
以
下
で
は
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

な
お
本
稿
は
、
平
成
一
六
〜
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））、
な
ら
び
に
平
成
一
八
年
〜
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
若
手
研
究
（
Ｂ
））
の
助
成
を
受
け
た
研
究
課
題
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
（
特
に
前
者
を
主
た
る
も
の
と
す
る
）。
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注（
１
）
場
面
類
型
７
で
は
、
本
理
論
類
型
に
準
じ
た
利
益
衡
量
が
行
わ
れ
る
が
、
当
事
者
を
異
に
す
る
（
前
号
参
照
）。

（
２
）
多
く
の
法
学
学
習
者
は
、
そ
の
学
習
の
初
歩
に
お
い
て
、
法
は
公
法
と
私
法
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
を
学
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
遠
藤
浩
＝
幾
代
通
編

『
民
法
入
門
』
二
頁
（
有
斐
閣
双
書
、
第
三
版
補
訂
版
、
二
〇
〇
〇
）
等
法
学
入
門
書
多
数
）。

（
３
）
森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
』
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
）
参
照

（
４
）
塩
谷
毅
『
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
）
一
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
生
田
勝
義
『
行
為
原
理
と
刑
事
違
法
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇

二
）
二
〇
四
頁
以
下
も
参
照
（「
個
人
の
自
由
の
尊
重
は
「
自
由
で
な
く
な
る
自
由
」
の
尊
重
ま
で
導
き
え
な
い
」
と
す
る
）

（
５
）
田
山
輝
明
『
不
法
行
為
法
』
八
四
頁
（
青
林
書
院
、
補
訂
版
、
一
九
九
九
）
等
参
照

（
６
）
塩
谷
・
前
掲
注
（
４
）
三
頁
等
参
照

（
７
）
甲
斐
克
則
『
安
楽
死
と
刑
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
）
等
参
照
。
刑
法
学
説
上
、
違
法
阻
却
と
み
る
か
責
任
阻
却
と
み
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
前
説
論

者
も
本
人
の
承
諾
以
外
に
厳
格
な
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
（
横
浜
地
判
平
七
年
三
月
二
八
日
判
時
一
五
三
〇
号
二
八
頁
〔
東
海
大
安
楽
死
事
件
〕
参

照
）。

（
８
）
中
井
美
雄
編
『
不
法
行
為
法
（
事
務
管
理
・
不
当
利
得
）』
一
〇
一
頁
（
植
木
哲
）（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
）、
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
）

等

（
９
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）』
二
二
二
頁
（
一
九
九
一
）

（
10
）
内
藤
謙
『
刑
法
総
論
（
中
）』
五
八
九
頁
（
一
九
八
六
）

（
11
）
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』
二
五
四
頁
（
一
九
七
五
）、
塩
谷
・
前
掲
注
（
４
）
一
七
頁

（
12
）
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
塩
谷
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

（
13
）
西
谷
敏
『
規
制
が
支
え
る
自
己
決
定
│
労
働
法
的
規
制
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
│
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
）
一
七
七
頁
以
下
は
、
こ
の
よ
う
な
者
を
「
判
断
能
力

に
お
い
て
何
ら
か
の
問
題
を
も
つ
と
い
う
意
味
」
で
自
己
決
定
権
と
の
関
係
で
は
弱
者
で
あ
る
位
置
づ
け
る
。

（
14
）
植
木
哲
・
小
宮
仁
「
判
批
」
判
時
一
七
二
八
号
二
〇
四
頁
以
下
（
判
例
評
論
五
〇
三
号
二
六
頁
以
下
）（
東
京
地
判
平
成
一
一
年
二
月
一
七
日
判
時
一
六
九
七
号
七
三

頁
「
歯
学
部
学
生
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
情
報
漏
洩
事
件
」
判
決
の
判
例
評
釈
）
参
照
。

（
15
）
植
木
＝
小
宮
・
前
掲
注
（
14
）
二
〇
四
頁
参
照
（「
手
段
の
必
要
性
の
程
度
は
、
患
者
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
る
不
利
益
と
の
相
関
に
よ
っ
て
実
質
的
に
決
す

四
三
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四
四

べ
き
」
と
し
、「
保
護
者
的
な
立
場
に
あ
る
者
（
こ
こ
で
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
患
者
で
あ
る
歯
学
部
生
の
学
生
生
活
を
支
援
す
る
立
場
に
あ
る
歯
学
部
教
授
）」
へ
の
情
報
開
示
は
、

そ
う
で
な
い
者
へ
の
開
示
と
異
な
り
、「
開
示
さ
れ
た
情
報
が
患
者
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
」
情
報
開
示
に
よ
る
患
者
の
不
利
益
が
比
較
的
小
さ
い
た
め
で
あ
る
と

説
明
）

（
16
）
藤
岡
康
弘
『
損
害
賠
償
法
の
構
造
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
二
）
は
、
人
格
権
保
護
を
二
つ
の
段
階
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
ど
こ
ま
で
を
人
格
権

と
し
て
保
護
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
他
の
権
利
と
の
衡
量
問
題
で
あ
る
。

（
17
）
大
塚
仁
ら
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
七
巻
』
三
四
七
頁
（
米
澤
敏
雄
）（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
〇
）

（
18
）
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
三
）』
二
六
四
頁
（
所
一
彦
）（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）

（
19
）
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
』
一
九
七
頁
（
青
林
書
院
、
第
三
版
、
一
九
九
六
）（
医
師
法
二
三
条
の
療
養
方
法
指
導
義
務
と
守
秘
義
務
と
の
衝
突
と
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
注
（
三
）
に
お
い
て
、
子
「
の
健
康
回
復
・
情
緒
安
定
な
ど
を
含
め
た
福
祉
増
進
の
た
め
に
有
益
と
い
え
る
場
合
に
は
、
医
師
法
二
三
条
の
義
務
を
優
先
さ
せ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
）

（
20
）
開
原
成
充
＝
樋
口
範
雄
編
『
医
療
の
個
人
情
報
保
護
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
）
二
四
頁
（
特
に
「
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
」
を
例

と
し
て
挙
げ
て
い
る
）

（
21
）
西
谷
・
前
掲
注
（
13
）
一
七
五
頁

（
22
）
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
と
る
立
場
（
い
わ
ゆ
る
「
領
域
論
」。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
詳
述
す
る
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
西
谷
・
前
掲
注
（
13
）
一

七
四
頁
以
下
参
照
）。
日
本
で
同
様
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、
戸
波
江
二
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と
射
程
」
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開

（
上
）』
三
二
九
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
等

（
23
）
西
谷
・
前
掲
注
（
13
）
一
七
六
頁
以
下
は
、
抽
象
的
な
自
律
的
人
格
た
る
「
強
い
人
間
」
に
対
置
さ
れ
る
「
弱
い
人
間
」
を
、
自
己
決
定
権
と
の
関
係
で
整
理
し
、
①

「
自
分
を
理
性
で
律
す
る
こ
と
が
で
き
ず
感
情
的
に
流
さ
れ
や
す
い
と
い
う
意
味
で
「
弱
い
」
人
間
」、
②
「
成
熟
し
た
自
己
決
定
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
そ

れ
を
現
実
に
実
現
す
る
力
を
も
た
な
い
か
、
そ
れ
に
不
足
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
弱
さ
」」
を
有
す
る
人
間
、
③
「
判
断
能
力
に
お
い
て
何
ら
か
の
問
題
を
も
つ
と
い

う
意
味
で
の
「
弱
い
人
間
」」、
③
「
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
固
有
の
「
弱
さ
」
を
も
つ
消
費
者
や
労
働
者
」
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、「「
弱
い
人
間
」

の
意
義
が
多
様
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、「
保
護
」
の
内
容
も
一
様
で
は
な
い
。
一
般
に
自
己
決
定
と
の
関
係
で
保
護
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
、
自
己
決
定
の
た
め
の
条
件

整
備
、
不
十
分
な
自
己
決
定
を
補
う
援
助
、
そ
し
て
自
己
決
定
を
な
し
た
本
人
自
身
の
保
護
な
ど
が
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
本
場
面
類
型
の
患
者
は

③
に
該
当
し
、
保
護
の
内
容
と
し
て
は
「
不
十
分
な
自
己
決
定
を
補
う
た
め
の
援
助
」
が
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
九
巻
　
　
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
　
二
月
）

（
24
）
西
谷
・
前
掲
注
（
13
）
一
七
七
頁
、
一
七
九
頁
、
一
八
〇
頁
参
照
（
ゆ
え
に
自
己
決
定
と
保
護
の
調
整
が
課
題
と
な
る
と
さ
れ
る
）

（
25
）
西
谷
・
前
掲
注
（
13
）
一
八
〇
頁
参
照

（
26
）
唄
孝
一
『
医
事
法
学
へ
の
歩
み
』
九
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）

（
27
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck,H
an

d
bu

ch
d

es
A

rztrech
ts, 3.A

u
fl., 2002,§ 75,R

n
. 33

（S
ch

lu
n

d

）

（
28
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck
（S

ch
lu

n
d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n

. 35

（
29
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
（
医
療
行
為
に
つ
い
て
の
）
同
意
原
則
の
状
況
に
つ
き
、
加
藤
一
郎
＝
森
島
昭
夫
編
『
医
療
と
人
権
』
一
二
一
頁
以
下
（
新
美
育
文
）（
有
斐
閣
、

一
九
八
四
）
参
照

（
30
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d
））a.a.O

.（N
ote
27

）,§ 75,R
n

. 35

（
31
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d
））a.a.O

.（N
ote
27

）,§ 75,R
n

. 37.

さ
ら
に
詳
細
な
も
の
と
し
て
、S

ch
lu

n
d

,JR
1999, 334

ff

（
32
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n

. 37

（
33
）
ド
イ
ツ
で
は
、
二
一
歳
で
成
年
と
み
な
さ
れ
る

（
34
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27
）,§ 75,R

n
. 36

（
35
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n

. 36

（
36
）
新
美
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
未
成
年
者
の
医
療
行
為
へ
の
同
意
に
関
し
「
成
熟
し
た
未
成
年
者
」
と
「（
親
権
か
ら
）
解
放
さ
れ
た
未
成
年
者
」
に
つ
い
て
未

成
年
者
本
人
に
同
意
権
を
与
え
る
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
て
、
両
概
念
と
も
「
未
成
年
者
が
診
療
行
為
に
同
意
を
す
る
前
提
と
し
て
の
判
断
能
力
を
備
え

て
い
る
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
り
、（
ア
メ
リ
カ
の
）
判
例
・
学
説
は
、
未
成
年
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
が
十
分
な
判
断
能
力
を
備
え
て
い
る
な

ら
ば
、
そ
の
同
意
権
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
す
る
（
加
藤
＝
森
島
（
新
美
）
・
前
掲
注
（
29
）
一
二
四
頁
）。

本
稿
テ
ー
マ
で
は
医
療
行
為
自
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
秘
密
保
持
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
同
様
の
分
析
が
妥
当
し
よ

う
。

（
37
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
健
康
食
品
の
販
売
を
目
的
と
す
る
会
社
か
ら
、
高
血
圧
の
患
者
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
照
会
さ
れ
た
場
合
や
要
件
に
該
当
す
る
患
者
を
紹
介
し

て
欲
し
い
旨
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
患
者
の
同
意
を
得
ず
に
患
者
の
有
無
や
該
当
す
る
患
者
の
氏
名
・
住
所
等
を
回
答
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
る
。

（
38
）
な
お
ド
イ
ツ
で
も
、
分
娩
し
た
母
親
の
住
所
が
分
娩
施
設
に
よ
っ
て
乳
児
の
哺
育
用
品
の
製
造
者
に
渡
さ
れ
る
と
い
う
習
慣
が
広
範
に
広
が
っ
て
お
り
、
問
題
視
さ
れ

て
い
る
と
い
うL

au
fs/U

h
len

bru
ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 76,R
n

. 33

四
五



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

四
六

（
39
）
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
（
西
原
春
夫
監
訳
）
二
六
七
頁
（
成
文
堂
、
第
五
版
、
一
九
九
九
）

（
40
）
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
41
）
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
（
一
九
）』
三
三
四
頁
〔
徳
本
鎮
〕（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
六
九
頁
以
下
参
照
。

（
42
）
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
六
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
43
）
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
七
五
頁
。
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
二
七
五
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
二
）
参
照
。

（
44
）
「
あ
る
者
が
自
分
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
法
的
義
務
を
、
同
じ
く
自
分
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
別
の
法
的
義
務
を
犠
牲
に
し
て
し
か
履
行
で
き
ず
、
彼
が
違
反
し
た
義
務
に

反
す
る
こ
と
が
刑
の
科
せ
ら
れ
る
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
と
な
っ
て
い
る
場
合
」（R

G
59,
404,

406f.

）（
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
八
〇

頁
）

（
45
）
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
八
〇
頁

（
46
）
加
藤
＝
森
島
（
平
林
勝
政
）
・
前
掲
注
（
29
）
七
一
頁

（
47
）
内
田
・
前
掲
注
（
19
）
一
九
七
頁
、
大
谷
實
『
医
療
行
為
と
法
』
五
七
頁
（
弘
文
堂
、
新
版
補
正
第
二
版
、
一
九
九
七
）、
大
塚
ら
編
（
米
澤
）
・
前
掲
注
（
17
）
三

四
九
頁

（
48
）
団
藤
・
前
掲
注
（
18
）
二
六
四
頁
（「
本
罪
に
つ
き
特
に
他
の
罪
よ
り
緩
や
か
な
違
法
性
阻
却
事
由
を
認
め
る
理
由
は
な
く
、
利
益
の
大
小
の
み
な
ら
ず
、
補
充
性
も

考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」）

（
49
）
大
谷
實
『
刑
法
各
論
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
二
）
九
九
頁
（「
緊
急
避
難
ま
た
社
会
的
相
当
性
を
基
準
に
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」）

（
50
）
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
（
各
論
）』
四
六
四
頁
（
成
文
堂
、
第
三
版
、
一
九
九
六
）（「
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
他
人
の
秘
密
を
漏
ら
す
」
こ
と
に
つ
い
て
、

「
双
方
の
利
益
を
比
較
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
否
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
）

（
51
）
加
藤
＝
森
島
（
平
林
）
・
前
掲
注
（
29
）
七
一
頁
等

な
お
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
八
一
頁
以
下
は
、「
義
務
衝
突
」
を
「
緊
急
避
難
」
の
一
形
態
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
義
務
衝
突
事
例

の
正
当
化
に
つ
き
次
の
よ
う
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
義
務
衝
突
事
例
を
①
「
衝
突
す
る
義
務
に
段
階
を
設
け
る
こ
と
が
法
律
上
可
能
な
事
例
」

と
②
「
衝
突
す
る
義
務
が
関
係
す
る
法
益
の
価
値
お
よ
び
そ
の
他
の
全
事
情
を
考
慮
し
て
同
価
値

、
、
、

で
あ
る
場
合
」
の
二
種
に
区
別
し
、
①
に
つ
い
て
は
「
わ
ず
か
で
も
高

次
の
義
務
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
優
先
さ
れ
る
」
と
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
三
分
し
、（
１
）「
作
為
義
務
が
不
作
為
義
務
と
重
な
る
場
合
」
に
は
不
作
為
義
務
が

優
先
さ
れ
（「
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
不
作
為
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
分
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
作
為
義
務
に
違
反
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
」
と
帰
結
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す
る
）、（
２
）「
二
つ
の
同
価
値
の
作
為
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
」（
同
書
二
八
三
頁
）
お
よ
び
（
３
）「
二
つ
の
同
価
値
の
不
作
為
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
」
に
は
い
ず

れ
の
義
務
に
し
た
が
っ
て
も
も
う
一
方
の
義
務
違
反
は
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
。

医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
は
不
作
為
義
務
違
反
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
関
連
し
う
る
の
は
、
①
お
よ
び
②
（
１
）（
３
）
の
調
整
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
現
に
、
イ

ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
は
、
本
場
面
類
型
を
②
（
１
）
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
）。

（
52
）
団
藤
（
所
）
・
前
掲
注
（
18
）
二
六
四
頁
、
加
藤
＝
森
島
（
平
林
）
・
前
掲
注
（
29
）
七
一
頁
（
こ
の
問
題
は
、「
第
一
次
的
に
は
診
断
を
受
け
た
本
人
と
届
出
を
受

け
た
当
局
の
責
任
と
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
」
と
す
る
）

（
53
）
五
十
嵐
清
『
人
格
権
法
概
説
』
一
九
頁
（
一
粒
社
、
一
九
八
九
）
等
参
照

（
54
）

L
au

fs/U
h

len
b

ru
ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,
R

n
.
67

（
伝
染
病
を
秘
密
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
患
者
の
利
益
は
、
他
の
財
産
上
の
利
益

（V
erm

ögen
sin

teresen

）、
と
り
わ
け
身
体
、
生
命
、
も
し
く
は
自
由
の
危
険
か
ら
の
第
三
者
の
保
護
に
対
し
て
、
後
位
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

す
る
）

（
55
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n
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（
56
）

R
G
36, 62

﹇64

﹈（
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
39
）
二
八
〇
頁

（
57
）

L
au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n
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（
た
と
え
ば
、
伝
染
病
を
も
っ
た
患
者
の
家
族
（A

n
geh

örigen

）
へ
の
伝
達
権
限
に
関
し
て
、
医

師
に
は
、
こ
の
患
者
の
家
族
（A

n
geh

örigen

）
に
こ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
感
染
の
危
険
を
警
告
す
る
権
利
は
あ
る
が
、
義
務
は
な
い
と
す
る
）

（
58
）
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au

fs/U
h

len
bru

ck

（S
ch

lu
n

d

））a.a.O
.（N

ote
27

）,§ 75,R
n
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（
59
）
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
計
画
に
関
し
て
は
、
保
木
本
一
郎
『
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
計
画
と
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
）
が
詳
し
い
。

（
60
）
甲
斐
克
則
教
授
は
、
近
年
の
遺
伝
子
工
学
の
急
速
な
進
展
に
伴
う
ゲ
ノ
ム
解
析
、
遺
伝
子
検
査
、
遺
伝
子
治
療
な
ど
の
一
連
の
諸
技
術
は
、「
第
一
に
、
専
断
的
行
為

へ
の
対
応
、
第
二
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
、
第
三
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
に
収
ま
り
き
れ
な
い
│
優
生
学
の
問
題
と
密
接
不
可
分
な
遺
伝
情
報
の
保
護
の
問
題
」

を
内
包
し
て
い
る
と
分
析
す
る
（
甲
斐
克
則
「
遺
伝
情
報
の
保
護
と
刑
法
│
ゲ
ノ
ム
解
析
お
よ
び
遺
伝
子
検
査
を
中
心
と
し
た
序
論
的
考
察
│
」
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝

賀
論
文
集
第
一
巻
『
医
療
と
刑
法
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
）
四
九
頁
以
下
）。

筆
者
は
前
研
究
で
、
遺
伝
子
情
報
の
こ
の
よ
う
な
特
質
を
踏
ま
え
、
遺
伝
情
報
を
特
殊
な
考
慮
が
必
要
な
情
報
と
し
て
「
レ
ベ
ル
Ｘ
」
と
し
て
他
の
情
報
か
ら
区
別
し

た
（
拙
稿
「
診
療
情
報
の
第
三
者
提
供
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
法
状
況
の
考
察
│
異
質
の
法
領
域
の
架
橋
を
志
向
し
て
│
」
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
三
七
巻
一
号
参
照
）。

（
61
）
注
（
60
）
甲
斐
教
授
の
分
析
参
照

四
七



医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
体
系
化
（
二
）

四
八

（
62
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
号
場
面
類
型
１
で
も
若
干
触
れ
た
。
正
確
に
は
、
甲
斐
克
則
教
授
の
提
案
に
よ
る
「
医
学
的
適
正
手
続
」
も
し
く
は
「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
ュ
ー

プ
ロ
セ
ス
」
の
法
理
を
指
す
。
同
教
授
は
こ
れ
を
、「
医
療
、
と
り
わ
け
人
体
実
験
・
臨
床
試
験
・
実
験
的
治
療
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
観
点
も
加
味
し

て
、
医
学
的
適
正
手
続
に
よ
る
保
障
が
な
け
れ
ば
、
当
該
実
験
な
い
し
治
療
は
違
法
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
る
（
甲
斐
・
前
掲
注
（
52
）
六
二
頁

（
63
）
日
本
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
会
、
日
本
遺
伝
子
診
療
学
会
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
、
日
本
小
児
遺
伝
学
会
、
日
本
人
類
遺
伝
学
会
、
日
本
先
天
異
常
学
会
、
日
本

先
天
代
謝
異
常
学
会
、
日
本
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
学
会
、
日
本
臨
床
検
査
医
学
会
（
以
上
五
十
音
順
）

（
64
）
山
下
友
信
『
保
険
法
』
三
〇
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。
ま
た
、
保
険
会
社
・
雇
用
主
へ
の
告
知
の
適
否
を
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
保
木

本
・
前
掲
注
（
59
）
一
〇
九
頁
以
下
参
照

（
65
）
将
来
の
法
規
制
に
関
し
、
甲
斐
教
授
は
、
刑
事
規
制
は
妥
当
で
な
く
、
行
政
的
規
制
に
と
ど
め
る
べ
き
と
の
立
場
を
示
し
て
い
る
（
甲
斐
・
前
掲
注
（
60
））




